
詳しい内容については以下へお問い合わせください。
八王子市福祉部高齢者いきいき課
TEL：042-620-7243 FAX：042-623-6120
E-mail：b440300@city.hachioji.tokyo.jp

登録要件が新しくなりました！

既存の登録要件に新規の登録要件が加わりました。

新しく追加された要件は、高齢者の就労的活動への参加機会の提供にご協力をお願

いする内容です。

高齢者の就労的活動への参加機会の提供って？

社会において役割があることや、自分の能力（特技）や得意なことを活かせる場があること（社会に

還元すること）が高齢者にとって「生きがい」につながり、楽しみながら社会参加することで活動量の

増加・介護予防にもつながります。

市では、企業の中での高齢者の生きがい・やりがいにつながる活動を「就労的活動」と定義し、参加

機会の提供ができる企業さんを求めています。（「就労的活動」は雇用契約を必須としない活動です。

有償・無償は問いません。）

例えば、企業から折り紙を提供いただき、

高齢者が作品を作り企業へ提供します！

企業の中で何かお手伝いしたい高齢者と

企業とのマッチング！

例えば就労的活動ってどんなこと？

イメージするなら、高齢者の「企業の中での社会貢献」「企業の中でのちょっとしたお手伝い」です。

人を雇うほどではないけれどやってもらえたら助かること…そんな“ちょっとしたこと”を高齢者がお手

伝いすることを「就労的活動」と呼びます。企業の中で何かお手伝いしたい高齢者と“ちょっとしたこ

と”をやってもらいたい企業とのマッチングを市では進めていきます。

具体的に…

■ 業務で必要となる折り紙作品の作成を高齢者がお手伝いします。

⇒ちょっとしたことが高齢者の社会参加につながります！

■ 企業にある花壇のお手入れをガーデニングが好きな高齢者がお手伝いします。

⇒定期的に高齢者が通う場があることが社会参加の促進になります！

はちおうじ人生100年サポート企業登録事業
登録要件の就労的活動支援って何？

はちおうじ人生100年サポート企業登録事業
登録要件の就労的活動支援って何？


